
前面私道路における通行及び掘削承諾書 

対象街区：東京都大田区西蒲田 2 丁目 2 

須賀國治   様 

須賀里美   様 

 地番 2-45 所有者：              須賀  健   様 (以下甲という) と   稲葉         (以下乙という)

は、後記表示 の不動産(以下「当該物件」という)に関して次のように合意いたしました。本書 2 通を作成し、甲およ

び乙が署(記)名のうえ、各その 1 通を保有するものとします。 	

第 1 条 甲は当該物件につき、乙が次の各号の工事等(以下「本工事」という)を行うことを 承諾するものとします。  

(1) 当該物件におけるガス管・上下水管の埋設及び引き込み工事ならびに付随工事。 

(2) 当該物件における無償通行(含む車)及び無償使用。  

第 2 条 乙は、前項における使用の際に、甲の所有部分構築物に何らの破損汚損をしないよう、通行、掘削工事 

を行うものとする。万一何らの破損汚損が発生してしまった際には、誠意を持って復旧を行うものとする。 

第 3 条 甲は、当該物件に接する乙所有の不動産において、乙から譲渡される第三者に対しても本書第 1 条 

(1)および(2)のを承諾するものとします。  

第 4 条 甲は当該物件を第三者に譲渡する場合も、本書の承諾内容を当該第三者に承継するものとします。 

(甲) 住所 

 

氏名                                          印  

 

(乙) 住所 

 

氏名                                         印  

【対象不動産筆の表示】  

通行,掘削承諾申出人： 東京都大田区西蒲田 2 丁目 2-31(地番) 

承諾者対象不動産：東京都大田区西蒲田 2 丁目 2-31(地番) 


